
本年７月に共用促進法（特定放射光施設の共用の

促進に関する法律）が改正され、特定先端大型研究

施設の共用の促進に関する法律と名前が変わると共

に、SPring-8の運営形態が大きく変更されました。

それに伴って課題選定に係る組織も変更され、諮問

委員会が選定委員会に、従来の利用研究課題選定委

員会が利用研究課題審査委員会になりました。そし

て、第６期課題選定委員会による2006B期が、以前

の法律で実施される最後の課題選定となりました。

なお、2007A期は移行期であり、もう一度だけ、同

じ審査委員により課題選定作業が行われます。

これまでは、課題選定を終えてという標題で主査

報告を行ってきましたが、共用促進法の改正という

節目であり、SPring-8の評価も始まっていますので、

今期の課題選定報告の後に、課題選定の変遷や特筆

すべきことを書き留めてみたいと思います。

1．2006B期の課題募集と審査
最初に、今期18回目の課題選定について簡単に報

告いたします。対象となる期間は2006年９月の第５

サイクルから12月の第６サイクルまでで、共同利用

の配分シフト数は、162シフト（１シフトは８時間）と

なっています。一般利用研究課題570件と重点研究課

題297件の総計867件の応募に対し、一般利用研究課

題329件と重点研究課題213件の総計542件が採択され

ました。今期の特徴は、運転時間の短縮から配分可

能なシフト数が大幅に減ったことにあり、そのため

前回とほぼ同じ応募数ながら採択件数が大幅に減っ

ています。詳しくは、本誌前号に掲載されました利

用業務部からの課題選定報告を参照ください［1］。

課題選定ではレフェリー制がうまく機能し、規格

化したレフェリーの評価点を基に各分科会で審査が

行われました。2005A期からは、研究成果について

の評価結果が課題審査に反映されており、分科会ご

とにプラスとマイナスの評価がされています。その

対象となる課題数はまだ限定的で、全体の数％以下

です。産業利用分科への適用は、評価基準が違うと

いうことで見送っています。レフェリーによる事前

評価と一般課題分科会による最終審査を受けて、６

月30日開催の第40回利用研究課題選定委員会で課題

が採択されました。平和目的であること、共用ビー

ムラインでは一般利用研究課題の占める割合が50％

を切らないこと、選定課題のシフト充足率を満足さ

せること、挑戦的な課題に充分な配慮をすること等

に留意されています。

大学院生対象の萌芽的研究支援課題は、32課題の

応募に対し13課題が選定されました。萌芽的課題の

審査は、他の一般課題と同じ条件で行われています。

長期利用課題には４件の応募があり、書類審査と面

接審査の結果、「遺伝子導入剤とＤＮＡが形成する

リポプレックス超分子複合体の高次構造解析とその

形成過程のダイナミクス」（2006B0012、櫻井和朗、

BL40B2）と「膜輸送体作動メカニズムの結晶学的

解明」（2006B0013、豊島近、BL41XU）の２件が採

択されました。

2．第４期までの課題選定を振り返って
共用促進法改正の機会を今後の課題選定に活かす

ため、整理の意味も込めて、今までの課題選定を振

り返ってみたいと思います。

共用促進法には公平な課題選定の実施が謳われて

います。改正前の法律では、学識経験者により構成

される諮問委員会が、募集や選定の公平性を確保し、

利用課題の選定基準を策定することになっていまし

た。SPring-8の利用は、内閣総理大臣が1994年９月

22日に特定放射光施設の共用の促進に関する基本的

な方針を５項目にまとめて告示したことから始ま

り、JASRIが放射光利用研究促進機構に指定されて

います［2,3］。第１回の諮問委員会は1994年11月に開

催され、その下部組織として、利用研究課題選定委

員会（PRC; Proposal Review Committee）が発足

しました。そして、「共用施設の利用研究課題選定
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に関する基本的考え方」と「専用施設の設置及び利

用に関する基本的考え方」がまとめられました［4］。

この時にまとめられた課題選定の基本的考え方を

簡単に示します。すなわち、（1）公平な提案機会を

確保するため、利用研究課題を公募し、申請に必要

な情報を十分に提供する、（2）課題選定では、科学

技術的妥当性、SPring-8の必要性、技術的な実施可

能性、安全性について総合的専門的に評価する、（3）

課題の有効期限を６ヶ月、選定を年２回とする。半

年課題に合わせて申請から実施までの手続きを簡素

かつ迅速にする、（4）利用研究課題選定委員会で課

題を選定する。利用研究分野に応じ複数の分科会を

設置し、その分科会が課題審査ならびにビームタイ

ム配分を行う。選定結果は利用研究課題選定委員会

の審査を経て機構と諮問委員会に報告する、（5）緊

急課題は随時受け付け、対応分科会で随時迅速に審

査する、（7）その他の留意事項、です。

立ち上げ期に対応した第１期および第２期の利用

研究課題選定委員会（太田主査）では、３回の利用

期（1997B、1998A、1999A）の課題選定を行って

います［5,6］。最初の利用研究課題の募集（1997B）

は、試行期間（1997年10月からの半年間）に10本の

共用ビームラインに対してなされ、テスト実験に重

みが置かれました。課題選定委員会は、様々な研究

分野・組織や異なった価値観を持つ研究者の課題に

対し、公平かつ迅速な審査をする体制作りに苦慮さ

れています。ESRFやAPSと同様に、色々と議論が

起こる半年制度がSPring-8にも導入されましたが、

そこには一回一回のビームタイムを大切に使って欲

しいという期待感が込められています。迅速な審査

への配慮からレフェリー制度を採用せず、課題選定

委員による審査が採用されました。ところが、研究

課題の申請数が予想以上（1286、1702、2585件）に

なり、分科によっては審査委員１人で80件以上の課

題数を処理することにもなりました。第２期課題選

定委員会が終わる頃には、課題選定の基準も、立ち

上げビームラインの性能評価実験の優先から、本来

の科学技術的評価に移っています。

1999年４月からは、第３期課題選定委員会（村田

主査）に引き継がれました。SPring-8の共同利用も

建設フェーズから利用フェーズに入り、15本の共用

ビームラインを含む21本体制で、課題募集が行われ

ました。このときから、利用期間が区切りのよい暦

年の前半（A期）後半（B期）となり、成果占有課

題の募集も始まっています。回折・散乱と生命科学

の分科では課題申請が激増したため、選定委員を増

すとともに小分科会が設置されました。このときの

課題選定作業の多忙さは1999B期の主査報告によく

示されています［7］。その報告の中で、募集期間で

選定可能なシフト数が変動するため採択の閾値が時

によって変化すると指摘されていますが、その状況

は今も変わっていません。2000A期からは、生命科

学分野で留保ビームタイムが設定され、試料のチェ

ックや緊急利用に対処できるようになりました。

第３期の課題選定で最も大きく変わったことは、

2000B期から特定利用制度（特定利用課題；現在の

長期利用課題）が導入されたことです。諮問委員会

に特定利用制度特別検討部会（村田主査）が設置さ

れ、長期的な視野でプロジェクト型研究の導入が検

討されました［8］。特定利用課題では、各期の共同

利用ビームタイムの20％を限度にして最長３年間に

わたりビームタイムを利用できます。書類審査と面

接審査の２段階審査や中間評価・事後評価も盛ら

れ、優先利用に対して厳重な審査で対処されていま

す。特定利用制度の導入により課題選定に関する基

本的な考え方も改訂されました［9］。また、この改

正で、課題選定業務が諮問委員会から利用研究課題

選定委員会に委任されました。これにより、課題選

定委員会の結果をJASRIが直接採択できるようにな

り、申請者への採択通知が速くなりました。特定利

用が開始された2000B期には、９件の応募があり３

件が採択されています。

長時間あるいは逆に生命科学のように短時間のビ

ームタイムで実施される特別な分野を除外して、シ

フト充足率（配分シフト数と要求シフト数の比）を

100％に近づける措置がとられました。申請者の要

求シフト数を適正に評価するために、ビームライン

担当者による推奨シフト数が審査の際に参考にされ

ています。2001A期のシフト充足率は87％になり、

これを契機に継続課題が原則廃止となりました。

2001年４月からは、第４期利用研究課題選定委員

会（松井主査；2001B期～2003A期）に引き継がれ

ました。共用ビームライン20本（含、３本のR&D）

など合計34本が稼動する本格的な利用フェーズとな

り、ビームラインや装置の高度化と共に、SPring-8

の特徴を活かした研究成果の輩出が強く期待される

ようになりました。生命科学分科会、回折・散乱分

科会、および分光分科会に小分科会が設置され、産

業利用分科会が新設されました。この時期の

SPring-8では、JASRI放射光研究所の組織改革、社
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会的ニーズに応える産業利用や医学診断の促進とコ

ーディネーター支援、総合科学技術会議による科学

技術計画、文科省科学技術学術審議会の評価委員会

による中間評価など、大きな展開が起こっています。

そのような状況下、2002年の４月に課題選定の基本

的な考え方が再度改訂されました。そして、今後の

利用研究課題選定に関して、（1）独創的、開拓的研

究の採択拡大、（2）国外からの利用に対する平和目

的の確保、（3）分野ごとの特徴を生かす課題選定、

が推奨されました［10］。この時に、課題の実施と成

果利用が平和目的に限定され、科学技術基本法や社

会通念に照らして妥当なものでなければ課題選定の

対象にならないことが明確にされました。分科会が

10に細分化されたことで研究分野に特徴的な課題選

定が行え、産業利用分科会の新設で産業利用特有の

価値判断での審査が可能となりました。ワーキング

グループでの議論を経て2002B期からは、回折・散

乱分科会での試行として、専門委員制（レフェリー

制）の導入やBL02B1（結晶構造解析）での１年課

題の募集が始まりました。また、留保ビームタイム

が産業利用やXAFSの分科会にも拡張され、試し実

験などに活用されるようになりました。

評価委員会による戦略的研究導入の指摘や

SPring-8運営費の減少を受けて、2002B期から、ナ

ノテクノロジー総合支援プロジェクト（SPring-8に

おけるナノテクノロジー研究課題；ナノテク課題）

とタンパク3000プロジェクト（タンパク質の個別的

解析プログラム；タンパク500プログラム）という

戦略的な研究が開始されました。ナノテク課題につ

いては、一般利用研究課題と同時に12テーマを公募

し、ナノテク課題審査委員会で審査した後に、採択

課題を課題選定委員会に推薦する方式をとっていま

す。不採択になった課題は、再度、一般課題として

扱われ、課題選定委員会の対応分科会で審査されま

す。一方のタンパク500プログラムでは、中核機関

に登録された研究者を対象に、シフト枠の確保のみ

を行っています。一般課題での旅費支援はなくなり

ましたが、これらのプロジェクトで採択された課題

に対しては、旅費等の支援を行う仕組みができまし

た。しかし残念ながら、厳しい予算体制のため１～

２年で打ち切りになっています。上記プロジェクト

の開始を受け、重点化した課題やプロジェクトと一

般課題とを課題選定やビームタイム配分でどのよう

に棲み分けるかが問題になってきました。諮問委員

会に重点課題選定検討作業部会（松井主査）が設置

され、課題選定委員会においても施設主導の研究課

題の選定について何度も議論されました［11］。

3．第５期以降の課題選定を振り返って
2003年４月からは第５期課題選定委員会（2003B

期～2005A期）となり、共用ビームライン25本（含、

3本のR&D）など33本（2004A期からは34本）を対

象に課題選定が行われています。2003B期には、前

述の重点課題選定検討作業部会で検討された重点研

究課題（公募の領域指定型、非公募の利用者指定型、

JASRIと共同研究を実施する戦略型）が立ち上がり

ました［12］。重点研究課題とは、SPring-8が主体

的・戦略的に主導する成果創出型の研究課題です。

この導入に伴い、公募による一般利用研究課題枠の

配分を決める前に、重点研究課題枠と一般利用研究

課題枠との間で、配分可能なシフト数を調整する作

業が入ってきました。JASRIと課題選定委員会との

間でシフト枠配分調整会議が開催され、全体のバラ

ンスを考えながら、共用ビームラインで50％を切ら

ないシフト配分になるよう調整されています。領域

指定型の重点研究課題として、重点ナノテクノロジ

ー総合支援と重点タンパク500の他に、新たに重点

産業利用（重点トライアルユース）が始まりました。

トライアルユース課題もナノテク課題と同様、トラ

イアルユース委員会で審査された後に、課題選定委

員会に採択課題を推薦する方式をとっています。不

採択になった課題は、再度、一般課題として扱われ、

産業利用分科会で審査されます。産業利用の観点か

ら課題選定に関する基本的な考え方も改訂され、科

学技術的妥当性の中に、産業基盤技術としての重要

性や発展性、研究課題の社会的意義や社会経済への

寄与、という視点が新たに盛り込まれました。

課題選定委員会では、常に課題選定のあり方を議

論し、選定方法の工夫を少しずつ積み重ねてきてい

ます。一次審査の方法を見直して、すべての分科会

に専門委員制（レフェリー制）を導入しました。専

門分野の近い３～４名のレフェリーが審査すること

で公平性が高められるとともに、各分科会委員が

100件程度の申請書を短期間に読んで審査するとい

う過大な負担が軽減されました。秘密保持の重要性

から、予め選出されたレフェリー（2003B期では分

科会委員を含めて85名）によって、すべての分科で

閉じた形での事前審査が行われています。その審査

は、科学技術的な妥当性を中心とした一次審査で、

各レフェリーは、評点が一定の分布になるように規
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格化した上で点数評価を行うよう依頼されていま

す。そして、そのレフェリーの評価点に基づいて、

各分科会と課題選定委員会が最終的な審査をしてい

ます。レフェリーの評価がばらついた場合には、分

科会で丁寧に対応しています。各申請に対し、科学

技術面で最も関係深い分科会で評価を行いますの

で、１本のビームラインに対し複数の分科会が関与

します。そのため、ビームラインに対応する責任分

科が設定され、ビームライン毎に最終配分シフト数

の調整を行っています。

２期に分けて実験を行うことに重要な意味がある

課題に対しては、１年課題を募集しています。

BL02B1で2002B期と2003B期に１年課題の試行募集

を行った後に、2004B期からは、４つのビームライ

ンで１年課題を募集しています。対象ビームライン

は、BL02B1（単結晶構造解析、D1分科）、BL04B1

（高温高圧、D2分科）、BL10XU（高圧構造物性、

D2分科）、BL27SU（軟Ｘ線光化学、S分科）です。

募集の受付は１年に１回（B期開始のみ）で、括弧

内の分科会に申請された課題のみが審査対象となり

ます。１年課題の選定は、通常の半年課題に変更す

るかどうかの判断も含めて、該当する分科会で審査

されます。2004B期には21件の応募に対し17件が選

定されました。別の新たな制度として2005A期から

は、大学の指導教官の承認を受けた上で、大学院生

が課題責任者として萌芽的研究支援課題に申請する

道が開けました［13］。一般利用研究課題と区別なく

審査され、採択されると旅費や一部の研究費に若手

支援が受けられます。2005A期には、40課題の応募

に対し18件が選定されています。

2004年10月のSPring-8シンポジウムで説明を行

った後の2005A期の募集から、研究者の成果を課

題審査に反映させるシステムを試行的に導入しま

した［14,15］。このシステムでは、研究成果を出すこ

とでSPring-8の成果創出に貢献した利用者を優遇

し、合わせて、成果のないリピーターには減点して、

社会への説明責任を果たすことを目指しています。

また、意図するところは、SPring-8を維持するのに

論文等の成果公表が不可欠だと喚起することです。

実際の審査では、レフェリーの点数評価に基づく公

平な審査を維持するため、その評価点を基本データ

とした上で、大きな成果がある申請者に加点し、逆

に利用の割に登録論文数が極端に少ないリピーター

に減点しています。統計処理や各分科会での検討を

もとに、１論文を発表するのに必要な標準シフト数

（Nc値）や加点・減点値（dV値）をビームライン

毎に算出しています。成果の公表はJASRIに登録さ

れた原著論文とし、実験責任者として過去３年間に

Nc値の２倍以上のビームタイム利用を対象にして

います。現在の審査では、利用したシフト数に対し

て公表の標準とされる論文数を算出し、その２倍以

上の登録がある実験責任者には加点を、登録がゼロ

の実験責任者には減点を施しています。産業利用に

ついては、特許獲得と論文発表との関係など成果の

中身を検討している段階にあり、このシステムを産

業利用分科に適用することは見送られています。

2005A期の試行では、加点と減点の課題は全体の

2.6％と1.7％でした。なお、成果反映の審査システ

ムでは、課題選定の審査基準は一切変更されており

ません。

特定利用課題は、重点研究課題の導入で長期利用

課題と改称されました。最長３年間を利用する一般

利用研究課題であり、実験開始後１年半から２年で

中間評価を受けます。書類およびヒヤリング審査に

より、３年目の利用が適当かどうか判断されます。

実験期間が終了すると、研究目的の達成度等を把握

するため事後評価が行われます。第５期の２年間に

は、初期の５課題が事後評価の対象となりました。

事後評価のシステム作りがなされ、SPring-8シンポ

ジウムで成果を発表してもらうことになりました。

2000B期に開始した３課題が2003年11月に、2001A

期と2001B期に開始した２課題が2004年10月に、そ

して第６期では2002A期と2002B期に開始の２課題

が2005年11月に、成果発表がSPring-8シンポジウム

の中でユーザーに公開され、質疑応答と事後評価委

員会による評価が行われました。長期利用課題の成

果をわかりやすくアピールし、以後のSPring-8評価

に活かすため、事後評価の一環として利用者情報誌

に解説記事が掲載されています。

2005年４月から第６期課題選定委員会（2005B期

～）に引き継がれました。第６期での大きな変化は、

急遽、2005B期からSPring-8戦略活用プログラム

（重点領域指定型）が導入されたことです。このプ

ログラムへの配分シフト数が2005B期だけでも834

シフトに上り、一般利用研究課題枠への大きな影響

が懸念されました。課題選定委員会での議論の末に、

一般課題枠を50％に近づける努力をするようJASRI

に要望しました。総ビームタイムを増加させ、課題

の一部を2006A期３月に配分し、ビームラインへの

割り振りを工夫するなどの努力をしていただいた結
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果、一般課題枠50％以上が確保されました。募集が

産業利用に偏っていたために幾つかのビームライン

に利用が集中し、前回に比べ採択率が極端に低いビ

ームラインが出ました。2006A期４月分以降の戦略

活用プログラムは、2006A期で平成18年度前半分と

して公募されました。２年目に入り各ビームライン

にうまく分散されているためか、共用ビームライン

で一般課題の占める割合は56％程度と一般利用研究

課題への影響は落ち着いたものになってきていま

す。

2006B期からは、成果公開の課題でビーム使用料

を徴収する新たな優先利用枠の制度が始まりまし

た［16］。この優先利用枠は、大型研究費を獲得した

課題に対し、成果公開を前提に優先利用料金を払う

ことで、簡単な審査（安全審査、技術審査と

SPring-8を利用する必要性の審査）のみでビームラ

イン利用を提供する制度です。そして、ビームタイ

ムが優先的に配分されます。優先利用枠には、全ビ

ームタイムに占める割合、ビームラインごとの利用

時間、単一課題での利用可能なシフト数の上限が決

められ、適正に運用されているかどうかを課題選定

委員会でチェックすることになっています。なお、

優先利用枠制度の導入で、課題選定の基本的考え方

の該当部分が改訂されています。また、2005B期か

ら、実験技術・方法等の第５分科会は休眠していま

すが、レフェリー制度が機能しており特に問題は出

ていません。

4．今後の課題選定について
2005年10月にはSPring-8の運営が理研とJASRIの

２者体制になるという大きな変化がありました［17］。

課題選定に関することでは、2005年度に諮問委員会

の専門委員会、共用ビームライン運用方法検討委員

会（坂田主査）が設置されました。重点研究課題の

導入や本格的利用期に入った機会に、応募分野が利

用者にわかりにくくないか、利用の多様化で一般課

題の50％枠確保が困難ではないか、成果公開に改善

の余地がないか、などの項目で運用方法の見直しが

検討されました。2005年５月から11月にかけて集中

的に開催された委員会からは、（1）利用研究課題選

定委員会における分科会の分類方法、（2）共用ビー

ムラインにおけるビームタイム枠の取扱、（3）成果

非占有課題における成果公開のあり方、を中心に答

申がまとめられ、2006年2月の諮問委員会で承認さ

れています。（1）についての答申では、今後の課題

選定は、レフェリー制度、研究成果の審査への反映、

ホームページの充実を３本柱にして進めるべきで、

レフェリー審査や分科会の分類方法は現行の継続で

問題がないとされました。また、公募する課題の枠

を50％以上確保し、論文・プロシーディング・特許

などを知的公共財として積極的に公開するよう答申

されています。以上のように、今後も切磋琢磨する

ことを条件に、大枠では今まで構築してきた課題選

定制度が継続されるものと思っています。しかし、

いくつかの検討事項が指摘されています。公募する

重点領域課題でも一般課題並みの公平性や透明性を

確保すること、重点領域課題と一般課題との選定方

法を整理・簡略化することなどです。また、競争率

の非常に高いビームラインが出てきており、新ビー

ムラインを建設する努力とそれまでの対策が望まれ

ています。

JASRIは放射光利用研究促進機構に指定されてい

ましたが、共用促進法が改正されたことにより登録

施設利用促進機関に変わりました。そして、JASRI

の業務内容が整理され、例えば、その業務から利用

研究促進のための試験研究がはずされました。これ

により、調査研究目的で共用ビームラインを利用す

るときには文部科学大臣の承認を受ける必要がでて

きました。JASRIでは登録施設利用促進機関に登録

するときに調査研究を明記する意向ですので特に問

題は生じないかもしれませんが、不安定になる内部

スタッフ研究への危惧が、2006年６月開催の課題選

定委員会で話し合われました。そこでは、内部スタ

ッフの研究を積極的に推進しないと施設の力が落ち

るとの指摘があり、内部スタッフも外部ユーザーと

同じ土俵と基準で審査を受けて研究でき、それを施

設が推奨することの重要性が確認されました。

このように、SPring-8のまわりでは大きな変化が

起こっています。利用研究課題審査委員会と名前は

変わりましたが、今後ともSPring-8の発展とその共

同利用に寄与するため、出来る限りの努力を重ねて

いきますので、皆様のご協力をよろしくお願い致し

ます。課題選定システムを変更することは、特に利

用業務部の皆さんの苦労を伴います。例えば、１年

課題の導入の例１つをとっても、システム変更に伴

い仕事量が膨大に増えました。そのような苦労を厭

わない責任感と情熱に対し感謝しております。なお、

JASRIおよび課題審査委員会では、利用者の課題選

定に関する要望に、できるだけ応えたいと考えてい

ます。ぜひ、ご意見やご要望をお寄せください。
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登 録 施 設 利 用 促 進 機 関　
財団法人高輝度光科学研究センター

利用業務部

SPring-8では、国内外の企業、独立行政法人やその連合体など、自分たちの利用目的に合ったビ

ームラインを自分たちだけで利用されたい場合に、審査を経てビームラインを建設していただく

ことができます。申請は随時受け付けています。

申請書、審査および建設が認められてからの手順の詳細については以下のホームページをご覧

ください。

http://www.spring8.or.jp/ja/

ホーム＞サポート情報＞お問い合わせ＞SPring-8の利用について＞専用ビームライン

User Information Website

http://user.spring8.or.jp/6_2_contract_p.jsp

問い合わせ先　〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

（財）高輝度光科学研究センター

利用業務部　池田博和

TEL：0791-58-0961 FAX：0791-58-0965

e-mail: sp8cbl@spring8.or.jp
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